




 

 

 

 

■仕事と育児等の両立支援 

仕事と育児の両立 
応援カウンセリング 

(カウンセラー対応) 

 

本所 045(633)6110(代) 要予約 具体的な実施日・予約方法は 

ホームページをご覧いただくか、 

電話でお問合せください。 

9:30～12:30 

または 

13:00～16:00 

 

 

電話・来所 
川崎支所 044(833)3141 要予約 

オンラインカウンセリング 
パソコンやスマートフォンを利用して希望の日時に実施します。要予約 

但し各月の予約可能枠には上限があります。 
オンライン 

 

 

相談窓口 相談場所 電話番号 相談日 相談時間 相談方法 

一般労働相談 

本所 045(662)6110 

月～金曜 9:00～17:00 
電話・来所 

オンライン★ 

川崎支所 044(833)3141 

県央支所 046(296)7311 

湘南支所 0463(22)2711(代) 

出張労働相談 

県横須賀合同庁舎 045(662)6110 要予約★ 火曜 9:00～17:00 来所のみ 

県小田原合同庁舎 0465(32)8000(代) 水曜 9:00～17:00 
電話・来所 

相模原市中央区役所 042(769)8230 木曜 9:00～16:00 

県足柄上合同庁舎 0463(22)2711(代)要予約★  第 3 金曜 9:00～17:00 来所のみ 

日曜労働相談 本所 045(633)6110(代) 日曜 9:00～17:00 電話・来所 

夜間労働相談 
本所 045(662)6110 火曜 

17:00～19:30 
電話・来所 

オンライン★ 川崎支所 044(833)3141 要予約 第 3 木曜＊（電話・来所のみ） 

女性のための労働相談 
（女性職員対応） 

マザーズハローワーク横浜 045(320)0335 第 1・3 金曜＊ 

9:00～17:00 電話・来所 
本所 

045(662)6110 
※女性相談希望とお伝えください。 第 2・5 金曜＊ 

（女性弁護士対応） 

本所 045(662)6110 要予約 奇数月 第２火曜＊ 

13:00～16:00 来所のみ マザーズハローワーク横浜  045(662)6110 要予約 第 4 金曜＊ 

マザーズハローワーク相模原 046(296)7311 要予約 偶数月 第３木曜＊ 

弁護士労働相談 

本所 045(662)6110 要予約 第 1・3・5 火曜＊ 

13:30～16:30 来所のみ 
川崎支所 044(833)3141 要予約 第 4 火曜＊ 

県央支所 046(296)7311 要予約 第 3 水曜 

湘南支所（5・9・1 月は県

小田原合同庁舎で実施） 
0463(22)2711(代) 要予約 第 2 水曜＊ 

外国人労働相談 

（専門相談員・通訳対応） 本所 

中国語 045(662)1103 

第２木曜＊ 

第 1・2・3・4 金曜＊ 
13:00～16:00 電話・来所 

ベトナム語 045(633)2030 

スペイン語 045(662)1166 

ネパール語 045(662)1166 

県央支所 
ポルトガル語 

046(221)7994 木曜 
スペイン語 

働く人のメンタルヘルス相談 

（カウンセラー対応） 

本所 

申込みは 

ホームページからも 

 

045(633)6110(代) 要予約 第 2・3・4 水曜 13:30～16:30 来所 

オンライン 

メンタルヘルス相談 

パソコン・スマートフォンを利用して希望の日時に実施します。要予約 

但し各月の予約可能枠には上限があります。 
オンライン 

 

メール労働相談 

申込みはホームページから 
https://www.pref. 
kanagawa.jp/docs/k5n/ 
soudan/mail.html 
 

 ★オンライン労働相談 県電子申請システムから 要予約    

9:00～16:30 
12:00~13:30 を除いた時間 

(２開庁日前の 16 時まで予約可能) 
 

火曜 17:30～19:30 (１開庁日前の８時半まで予約可能)  

■かながわ労働センターの労働相談窓口（傍線の部分は令和７年度の変更部分） 
 

♦土・祝・休日、年末年始の閉庁日（12月 29日から 1月 3日、日曜労働相談については、12月 28日から 1月 5日）を除きます。 

♦12:00～13:00を除いた時間が相談時間です。相談終了時刻の 30分前までにお電話またはご来所くださるようお願いします。 

♦要予約のマークがあるものは、事前に予約が必要です。職員が内容を伺って受付します。なお、要予約★は前開庁日の 16時までにご予約ください。 

♦相談方法「オンライン★」は「★オンライン労働相談」の２次元コードより詳細をご覧のうえご予約ください。 

♦掲載内容は変更となる場合があります。詳細はかながわ労働センター本所・各支所へお問合せください。 

＊については祝日等により変更する場合があります。 

https://www.pref/



